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昨
年
５
月
に
策
定
し
た
「
長
浜
市
役
所

本
庁
跡
地
等
利
活
用
基
本
方
針
」
を
も
と

に
、
学
識
経
験
者
や
関
係
団
体
、
公
募
市

民
の
意
見
を
踏
ま
え
、
本
庁
跡
地
等
の
整

備
基
本
方
針
や
今
後
の
事
業
展
開
な
ど
を

示
し
た
基
本
構
想
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

基
本
方
針
で
示
し
た
「
中
央
図
書
館
」

「
公
民
館
」「
市
民
活
動
支
援
」「
産
業
支
援
」

「
共
結

き
ょ
う
ゆ
う

ス
ペ
ー
ス
」「
駐
車
場
」
の
６
つ
の

機
能
に
加
え
、
本
市
の
地
域
福
祉
推
進
の

中
心
的
担
い
手
で
あ
る
市
社
会
福
祉
協
議

会
と
連
携
・
協
働
し
た
「
地
域
福
祉
支
援

機
能
」
を
備
え
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
能
力
な
ど
を
生
か
し
、

市
民
活
動
支
援
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ

ス
な
ど
の
産
業
支
援
機
能
と
の
連
携
、
機

能
充
実
を
図
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

担
当
窓
口
ま
で
。

■
整
備
基
本
方
針

●
土
地
利
用

（
整
備
区
域
）

本
庁
跡
地
、
長
浜
公
民
館
、
長
浜
商
工

会
議
所
お
よ
び
市
消
防
団
長
浜
西
方
面
隊

第
１
分
団
車
庫
・
屯
所
と
し
て
利
用
し
て

い
る
市
有
地
と
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
の

敷
地
を
合
わ
せ
た
約
1.3
ha
で
す
。

（
施
設
配
置
）

道
路
で
分
断
さ
れ
た
敷
地
の
一
体
性
を

配
慮
し
、
施
設
配
置
は
、
ま
ち
な
か
へ
の

連
続
性
を
持
た
せ
、
周
辺
の
景
観
に
配
慮

し
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
ま
す
。
ま
た
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ
て
き
た
桜
の
景
観

維
持
に
も
努
め
ま
す
。

（
周
辺
道
路
環
境
整
備
）

道
路
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
は
、
車
と
自
転

車
、
歩
行
者
の
動
線
が
で
き
る
限
り
交
錯

し
な
い
よ
う
安
全
性
を
考
慮
し
ま
す
。
ま

た
、
周
辺
道
路
の
安
全
性
向
上
の
た
め
の

改
良
を
検
討
し
ま
す
。

●
機
能
配
置

各
機
能
の
連
携
を
高
め
、
複
合
施
設
の

メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
ま
す
。
開
館
状
況
等

が
類
似
す
る
施
設
を
集
約
す
る
こ
と
で
館

内
の
賑
わ
い
を
維
持
し
、
効
率
の
よ
い
施

設
管
理
を
検
討
し
ま
す
。

●
今
後
の
事
業
展
開

・
民
間
活
力
の
導
入
可
能
性
等
の
専
門
的

な
調
査
、
管
理
運
営
手
法
や
施
設
形
態

等
の
検
討
を
行
い
、
最
適
な
事
業
手
法

の
導
入
を
め
ざ
し
て
事
業
計
画
の
策
定

に
取
り
組
み
ま
す
。

・
旧
本
庁
舎
の
解
体
後
、
事
業
が
着
手
さ

れ
る
ま
で
の
期
間
は
、
イ
ベ
ン
ト
等
の

臨
時
駐
車
場
お
よ
び
市
職
員
駐
車
場
と

し
て
暫
定
的
に
利
用
し
ま
す
。

・
第
１
分
団
車
庫
・
屯
所
は
、
市
消
防
団

と
調
整
を
図
り
な
が
ら
適
地
へ
移
転
し

ま
す
。
整
備
区
域
内
の
既
存
施
設
は
新

施
設
建
設
後
に
解
体
し
、
敷
地
を
一
体

的
に
活
用
し
ま
す
。
ま
た
、
中
央
図
書

館
の
完
成
に
よ
り
廃
止
と
な
る
長
浜
図

書
館
の
建
物
お
よ
び
敷
地
の
利
活
用
に

つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
進
め
ま
す
。

■問
財
産
活
用
室
（
7
６
５
‐
１
７
１
７
）

市
役
所
本
庁
跡
地
等
整
備
基
本
構
想
を

策
定
し
ま
し
た

■導入機能および連携イメージ

●整備スケジュール

平成27年度 平成28年度 

事業計画策定 

本庁跡地暫定利用 

基本設計 

平成29年度 平成30年度 

実施設計 建設工事 

今後の整備スケジュールは、事業計画を策定するなかで変更となる場合があります。

市
役
所
本
庁
跡
地
の
複
合
施
設
整
備
を
推
進
す
る
に
あ
た

り
、
事
業
計
画
等
に
対
し
て
関
係
者
や
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
お
聞
き
す
る
会
議
の
市
民
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
人
数
】

２
人
（
選
考
に
よ
り
決
定
）

【
応
募
資
格
】
次
の
全
て
を
満
た
す
人

①
満
18
歳
以
上
で
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
人
（
４
月
１
日

現
在
）

②
国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
ま
た
は
常
勤
の
公
務
員
で
な

い
人

③
平
日
の
日
中
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る
人

【
募
集
期
間
】

４
月
１
日
（
水
）
〜
16
日
（
木
）
※
当
日
消
印
有
効

【
応
募
方
法
】

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
ま
た
は

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
左
記
ま
で
。

※
応
募
用
紙
は
左
記
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
応
募
先

財
産
活
用
室
〈
東
館
４
階
〉

〒
５
２
６
‐
８
５
０
１
　
八
幡
東
町
６
３
２

5
６
３
‐
４
１
１
１

kan
zai@

city.n
agah

am
a.lg.jp

投
票
時
間
　
７
時
〜
20
時

（
一
部
時
間
を
繰
り
上
げ
る
投
票
所
も
あ
り
ま
す
）

※
入
場
整
理
券
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
投
票
所
を
確
認
し
、
間

違
い
の
な
い
よ
う
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
投
票
で
き
る
人
】

次
の
要
件
に
該
当
し
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

●
年
齢
要
件：

平
成
７
年
４
月
13
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

●
住
所
要
件：

平
成
27
年
１
月
２
日
以
前
に
転
入
届
を
し
、

引
き
続
き
３
か
月
以
上
市
内
に
住
ん
で
い
る
人

※
転
入
後
３
か
月
未
満
の
人
な
ど
は
、
長
浜
市
の
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
前
住
所
地
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

※
県
内
の
他
市
町
に
転
出
し
た
人
は
、
引
き
続
き
県
内
に
住

所
を
有
し
て
い
る
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※
県
外
へ
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

当
日
投
票
に
行
け
な
い
人
は
、

期
日
前
投
票
を
し
ま
し
ょ
う

【
期
　
間
】
４
月
４
日
（
土
）
〜
11
日
（
土
）

【
時
　
間
】
本
庁
・
北
部
振
興
局
　
８
時
30
分
〜
20
時

各
支
所
　
８
時
30
分
〜
18
時

■
入
場
整
理
券
の
裏
面
に
「
期
日
前
投
票
宣

誓
書
」
を
印
刷
し
て
い
ま
す
。
期
日
前
投

票
を
す
る
際
に
は
、
記
入
し
て
お
持
ち
い

た
だ
く
と
手
続
き
が
早
く
済
み
ま
す
。

公
正
か
つ
透
明
性
の
高
い
行
政
運
営
を
行
い
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
権
利
や
利
益
を
守
る
た
め
、
市
行
政
手
続
条
例
を
改

正
し
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

主
な
改
正
点
　

①
市
が
行
政
指
導(

※)

を
す
る
と
き
に
、
許
認
可
等
の
処
分

が
で
き
る
こ
と
を
示
す
場
合
は
、
根
拠
と
な
る
法
令
等
を

明
示
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

※
行
政
指
導
と
は
、
行
政
機
関
が
そ
の
任
務
や
事
務
の
範
囲

内
で
、
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
協
力
を
求
め
る
行
為

の
こ
と
で
す
。

②
市
か
ら
法
令
違
反
行
為
を
是
正
す
る
行
政
指
導
を
受
け
た

場
合
に
、
行
政
指
導
の
中
止
や
必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

③
法
令
違
反
を
発
見
し
た
場
合
に
、
市
に
処
分
や
行
政
指
導

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
②
③
に
つ
い
て
は
、
法
律
や
条
例
に
処
分
や
行
政
指
導

（
指
導
、
勧
告
、
助
言
な
ど
）
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ

り
、
市
が
権
限
を
持
つ
も
の
に
限
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
担
当
課
ま
で
。

本
庁
跡
地
複
合
施
設
検
討
会
議
の

市
民
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
ま
す

行
政
手
続
法
の
改
正
に
伴
い

市
行
政
手
続
条
例
を
改
正

■問
選
挙
管
理
委
員
会
（
7
６
５
‐
６
５
０
３
）

■問
財
産
活
用
室
（
7
６
５
‐
１
７
１
７
）

■問
総
務
課(

7
６
５
‐
６
５
０
３)

４
月
12
日（
日
）は
、
県
議
会
議
員

一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す
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